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訪問介護事業所のご紹介 
 

事業所の名称 
特別養護老人ホームよねやまの里 

訪問介護事業所 

所 在 地 
新潟県上越市柿崎区 

柿崎６４１４番地の１ 

管理者名 小 田 里 美 

事業所番号 １５７０３０１４３０ 

電話番号 ０２５－５３６－６６７３ 

ＦＡＸ番号 ０２５－５３６－４４０５ 

事業の実施地域 上越市柿崎区 

営 業 日 

通年、３６５日 

営業時間 

  午前７：３０～午後６：３０ 

住み慣れた家で安心して生活して 

いただくことをモットーにやさしい 

笑顔とまごころのこもったサービスで 

お手伝いさせて頂きます。 
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サービス内容について 

身体介護 
入浴などの身体的な介助、機能の向上に 

役立つ介助および専門的な援助を行います。 

おもな身体介護の内容 

● 食事や入浴の介助 ● オムツの交換、排泄の介助 

● 衣類の着脱の介助 ● 洗髪、つめ切り、身体の清拭 
● 通院・外出の付き添い ● 自立支援のための見守り的援助 

可能な医療行為とは … 
※  ホームヘルパーが対応できるのは医療的ニーズがない場合です。 

（例えば、湿布の貼付等により、炎症が悪化する可能性がある場合は 
医療ニーズとなります。） 

※  主治医や訪問看護と連携してサービスを提供します。 
※  体温や血圧の数値から、サービスの変更や中止の判断はできません。 

生活援助 
家事を行うことが困難な方に対して、 

家事の援助を行います。 

おもな生活援助の内容 

● 食事の準備や調理 ● 衣類の洗濯や補修 ● 掃除や整理整頓 
● 配膳・下膳 ● 生活必需品の買い物 ● 薬の受取り など 

介護保険内でホームヘルパーが対応できない行為 

■ ご利用者以外の衣服の洗濯、調理、買い物 
■ 利用者が使用する部屋以外の掃除 
■ 来客の対応（お茶や食事の手配など） 

■ 模様替え、大掃除 
■ 窓のガラス拭き 
■ 床のワックスがけ 

■ 正月や節句などの特別な手間をかけて行う調理など 
■ 草むしり 
■ 花木の水やり 

■ 犬の散歩等ペットの世話 
■ 銀行の通帳の預かりや手続きなど 
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ご利用料金について 

 

 

訪問介護サービス（要介護１～５の方）   （  ）内は特定事業所加算を加えた額 

総合事業（基本チェックリスト、要支援１、２の方） 

従前相当のサービス 

週に１回程度の利用 11,760 円（月額） 

週に２回程度の利用 23,490 円（月額） 

週に３回程度の利用 37,270 円（月額） 

緩和した基準による 

サービス 

週に１回程度の利用 9,410 円（月額） 

週に２回程度の利用 18,790 円（月額） 

週に３回程度の利用 29,820 円（月額） 

加算サービス費 ※下記の加算以外に個別に発生する加算があります。 

特定事業所加算（Ⅰ） 利用料金に一律２０％加算 

初回加算 初回に限り 1 回２００円 

緊急時訪問加算 １回 100 円 

口腔連携強化加算 1 月につき、50 円 

早朝及び夜間の場合 
①早朝（午前６:００～午前 ８:００）の場合は上記に２５％の加算 

②夜間（午後６:００～午後１０:００）の場合は上記に２５％の加算 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） １月につき、所定単位数×24.5％を加算 

その他 訪問介護員２名で指定訪問介護を行った場合は上記の２倍の加算 

 身体介護中心 

① ２０分未満 1,630 円（1,960 円） 

② ２０分以上３０分未満 2,440 円（2,930 円） 

③ ３０分以上１時間未満 3,870 円（4,640 円） 

④ １時間以上１時間３０分未満 5,670 円（6,800 円） 

⑤ １時間３０分以上は３０分増すごと  820 円（980 円） 

身体介護に引き続き 

生活援助を行った場合 

① ２０分以上４５分未満 650 円（780 円） 

② ４５分以上７０分未満 1,300 円（1,820 円） 

③ ７０分以上 1,950 円（2,340 円） 

 生活援助中心 
① ２０分以上４５分未満 1,790 円（1,826 円） 

② ４５分以上 2,200 円（2,640 円） 

自己負担金額は、原則として次に示す利用料の１割となります。 

ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用された場合は

利用料の全額をご負担いただきます。また、一定基準以上の所得を有して

いる場合は、負担割合証の負担割合に応じた負担となります。 
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相談の窓口 

〒９４９-３２１６ 

 新潟県上越市柿崎区柿崎６４１４番地の１ 

                サービス提供責任者     阿 部  智 子 

            TEL：025-536-6673 

        FAX：025-536-4405 

      担 当：管 理 者                   小 田  里 美 

 当事業所へのご意見、ご要望、ご不明な点がございましたら、 

 ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 



 

 


